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子供の事故防止に関する関係府省庁連絡会議

平成31年３月26日

平成30年度
消費者庁の子どもの事故防止の取組実績

資料２



個別テーマの注意喚起記者公表
• 「海、川、湖沼池、プール等での「水の事

故」に気を付けましょう－平成30年度「子
どもの事故防止週間を5月21日から実施
します－」 （平成30年5月9日）

• 「子どもを乗せた「幼児用座席付自転車
の事故」（転倒など）に気を付けましょう－
平成30年度「子どもの事故防止週間を5
月21日から実施します－」 （同日）

• 「カプセル入りスポンジ玩具が幼児の体
内に入る事故が発生！－原因不明の不
調が約４か月続き、その後、全身麻酔で
摘出－」（平成31年２月15日）

平成30年度の子どもの事故防止の取組実績①

子どもを事故から守る！
ツイッター、子ども安全メール
（ツイッター121回、メール49回発信
※平成31年３月20日現在）

＜下記のテーマで発信＞
• 注意喚起記者公表連動
• 季節的な発生傾向がある事故
• 発生頻度が高い事故
• 関係府省庁の取組 等

子どもを事故から守る！
事故防止ハンドブック

平成29年４月の発刊後、約18万
部を地方公共団体を中心に配布

（平成31年3月現在）

メディア報道、関係府省庁や
地方公共団体等による周知

地方公共団体等での
活用・配布
・幼稚園や保育園での配布
・育児相談時の活用 等

子どもの保護者、教育・保育関係者 等

関係府省庁や
地方公共団体等の
ツイッターリツイート
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【事例】

カプセル入りスポンジ玩具が幼児の体内に入る事故が発生！
－原因不明の不調が約４か月続き、その後、全身麻酔で摘出－（平成31年２月）

平成30年度の子どもの事故防止の取組実績②
個別事故テーマでの注意喚起 記者公表事例の紹介

１ 概要
入浴中、保護者の知らない間にカプセル入りスポンジ玩具が４歳

女児の腟に入り、不調が続いたものの医療機関で原因の特定に約
４か月、当該玩具の摘出までに更に約１か月を要した事例

２ 消費者庁の対応
消費者安全法第38条第１項の規定に基

づき注意喚起を消費者庁が公表するとと
もに、都道府県及び市町村に提供し、周
知した。

３ 注意喚起内容
• 大人の目の届くところで遊ばせる
• 子どもの手の届かないところでの保管
• 口、鼻又は耳に入れないように注意
• 体内に入った時には、早期に医療機関

の受診
写真提供：国民生活センター 2



平成30年度の子どもの事故防止の取組実績③-１
SNSやメールで、消費者（保護者）への直接的な情報発信

「子どもを事故から守る！公式 Ｔｗｉｔｔｅｒ」
14歳以下の子どもの保護者を対象に、消費者庁だけでなく、各府省庁の子どもの事故に関する情報を発信

「子ども安全メールfrom消費者庁」（平成22年９月から継続）

主に6歳以下の未就学児の保護者を対象に、事故防止のポイントを毎週1回（原則木曜日）配信。

＜平成30 年４月～平成31年3月20日現在の発信テーマとツイッターリツイート（RT）＞
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平成30年度の子どもの事故防止の取組実績③-２
SNSやメールで、消費者（保護者）への直接的な情報発信

子どもを事故から守る！ツイッターの例

子ども安全メールの例 4

＜平成30 年４月～平成31年3月20日現在の発信テーマとツイッターリツイート（RT）＞



平成30年度の子どもの事故防止の取組実績④
消費者白書で子どもの事故防止を特集

平成30年度消費者白書
第1部 第2章 【特集】子どもの事故防止に向けて

[内容］

•第1節 子どもの事故を社会全体で防ぐ

•第2節 子どもの事故状況

•第3節 子どもの事故防止に関する意識・

行動

•第4節 子どもの事故防止に向けた取組

•第5節 子どもを安全な環境で育てるために
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• 会場

東京：（東京ビッグサイト） 2018年7月26日（木）～28 日（土）

大阪：（インテックス大阪） 2018年8月 2日（木）～ 3日（金）

仙台：（夢メッセみやぎ） 2018年8月 9日（木）～10 日（金）

• 内容

ミニセミナー・パネル等の展示・新聞づくり

平成30年度の子どもの事故防止の取組実績⑤
イベントでの啓発の一例

名古屋市消費生活フェア☆２０１８
• 会場

オアシス21 2018年11月17日（土）
• 内容

ステージイベント・パネル等の展示

夏休み2018宿題・自由研究大作戦

「子どもの事故防止週間」イベント
• 会場

池袋保健所 子ども事故予防センター★Kidsafe★
2018年５月22日（火）

• 内容
乳幼児健診対象者への子どもの事故予防にかかる啓発活動
保護者に向けた啓発資料（事故防止ハンドブック等）の配布
子ども安全メールやツイッター登録への呼びかけ
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「６歳以下の未就学児に予期せず起こりやすい事故とその予防法、対処法のポイントをまとめたもの」

・消費者庁ホームページからのPDFデータ出力や、地方公共団体中心に冊子版を配布し活用

・平成30年度は英語版・中国版を作成し、消費者庁ホームページにデータを掲載

• 消費者庁ホームページにPDFデータ掲載
• 全国の地方公共団体を中心に、冊子要望を受

付
• 冊子約18万部を発送済み（平成31年３月現

在）
＜地方公共団体での使用例＞

・地域内の保育園、幼稚園での配布
・子育て関連の催しでの配布
・消費者センター等での窓口設置
・育児相談時の活用

平成30年度の子どもの事故防止の取組実績⑥
子どもを事故から守る！事故防止ハンドブックの活用

消費者月間記念事業の子供を対象と
した催しでの配布（高松市） 2018消費生活展ミニ講座（港区）

日本語版 英語版 中国語版
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合計約3,000人から回答

平成30年度 新未来創造プロジェクト（徳島）実績①

平成29年7月に開設した「消費者行政新未来創造オフィス」では、徳島県の協力の下、これまで取組が十分でな

かった理論的・先進的な調査・研究、全国展開を見据えたモデルプロジェクト等を行っている。
徳島県では関係者による「子どもの事故防止プロジェクトネットワーク会議」を組織し、連携しながら啓発活動を行っ

ている。

○ 子どもの事故防止プロジェクトアンケート調査実施結果の公表

知識や意識、行動等を把握すると共に、啓発等に積極的に取組む徳島モデル事業の重点地域※と他の地域との

比較や父母等の属性比較の分析等を通じ、今後の政策に活用。 ※鳴門市、阿南市、美馬市、藍住町

平成30年５月23日に公表

「子どもの事故防止プロジェクト関係者ネットワーク会議」の構成機関協力の下、「平成29年度の子どもの事故防止
調査」結果の公表及び調査結果に基づく啓発活動を実施
・調査実施期間 平成30年１～２月
・調査対象者

配布先 有効回答数

０歳～６歳児の保護者 11,644人 2,752人

出産予定夫婦 190人 91人

保育士・保育従事者 179人 157人

合計 3,000人

https://www.caa.go.jp/future/project/project_006/
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平成30年度 新未来創造プロジェクト（徳島）実績②
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調査報告の一例 子どもの事故防止に関する正答率

• 父親より母親のほうが正答率が高い傾向にあり、特に♯８０００は父親と
母親で正答率に大きく差があった。 9



 保護者、子育て支援者等への啓発活動の実施

イベント、研修会等で調査結果を活用し啓発

窒息事故等の未然防止について
啓発するコーナー

徳島県内で実施した「子どもの事故防止
調査」の結果を踏まえた啓発パネル展示

キッズデザイン賞受賞作品の展示

【おぎゃっと２１での啓発（徳島県下最大の次世代育成支援イベント）】

【子どもの事故防止プロジェクト研修会（母子保健関係職員、一般保護者対象）】

消費者庁消費者行政新未来創造オフィスによる「子どもの事故防止プロジェクトの取組紹介」

平成30年度 新未来創造プロジェクト（徳島）実績③
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